
漁港港勢の調査項目について

１ 漁港地区

 その漁港に存在する漁業者（水産加工業者を含む）が主として居住する漁港を含む市，

町，村又は字等の区域をいう。

２ 海面漁業港及び内水面漁業港

 海面漁業港とは，海面漁業・養殖業に従事する漁船が主として利用する漁港をいい，内

水面漁業港とは，内水面漁業・養殖業に従事する漁船が主として利用する漁港をいう。

３ 漁港の種類

 漁港漁場整備法（昭和 25年法律第 137号）第５条及び第 19条の３に規定する漁港の
種類をいう。

・第１種漁港 その利用範囲が地元の漁業を主とするもの

・第２種漁港 その利用範囲が第１種漁港よりも広く，第３種漁港に属しないもの

・第３種漁港 その利用範囲が全国的なもの

・第４種漁港 離島その他辺地にあって漁場の会発又は漁船の避難上特に重要なもの

・特定第３種漁港 第３種漁港のうち水産業の振興上特に重要な漁港で政令で定めるも

の（八戸，気仙沼，塩釜，石巻，銚子，三崎，焼津，境，浜田，下関，

博多，長崎，枕崎の 13漁港）

４ 登録漁船

 漁港地区に居住するものが所有し，又は使用する漁船法による漁船の登録を受けた漁

船及び登録を受けない１トン未満の無動力船をいい，各年 12 月 31 日現在の漁船原簿及
び漁業協同組合の資料による。

５ 利用漁船

 出漁準備，陸揚又は避難その他の目的で，当該漁港を利用した漁船及び漁船以外の船舶

の実隻数，実総トン数，延べ隻数及び延べ総トン数である。

（１）利用漁船実隻数及び実総トン数

 地元船とは当該漁港地区に所属する「登録漁船」で当該漁港を利用したもの，外来船

とは「地元船以外」で当該漁港を利用した漁船である。

（２）１日当たり標準的最多利用漁船

 荒天時を除き，当該漁港を利用した漁船及び漁船以外の船舶の多かった上位 10日間
の平均の１日当たり延べ隻数，延べ総トン数である。

 ただし，陸揚漁船は，原則として連続する盛漁期２ヶ月のうちで陸揚数量の多かった

上位 10日間平均の１日当たり延べ隻数，延べ総トン数である。
 また，盛漁期１日当たりの標準的陸揚量の算出も同様である。



６ 遊漁船

 遊漁船とは，「遊漁船業の適正化に関する法律」に基づき登録を行っているもので，遊

漁船兼業漁船以外のものをいう。

７ プレジャーボート

（１）「プレジャーボート（遊漁）」とは，ヨット，モーターボート，クルーザー等のうち遊

漁に使用した船舶のことである。

（２）「プレジャーボート（その他）」とは，ヨット，モーターボート，クルーザー等のうち

遊漁に使用した船舶以外のもの及び観光以外の海洋レジャーに使用する船舶をいう。

８ 属人漁獲量

  当該漁港地区に居住する漁業者の総漁獲量である。

９ 漁獲量及び陸揚金額

（１）当該漁港に陸揚げされた数量及び金額である。

（２）海面養殖業とは，第１種区画漁業権又は第２種区画漁業権に基づいて養殖を行うもの

をいう。また，まき網漁業，定置網漁業に付属する運搬船による漁場からの第１次陸

揚は海面漁業に含め，運搬船には含めない。

（３）内水面漁業港の場合は，海面漁業及び海面養殖業を内水面漁業及び内水面養殖業に読

み替える。

（４）のりの生産量は，生産枚数を重量に換算したものである。

（５）１日当たりの最大陸揚量は，当該漁港の陸揚量の最も多かった日の数量で，その日の

属する月とともに示している。

（６）所属地別陸揚量比率，出荷先別比率は，当該漁港の年間陸揚量を 100 としたそれぞ
れの比率である。

10 漁港地区人口，漁業協同組合員数等
（１）漁港地区人口は，原則として各年 12 月 31 日現在の住民基本台帳に基づく地区内の

人口である。

（２）漁業協同組合員数は，各年 12月 31日現在の漁港地区内に居住する組合員数である。
ただし，連合会，業種別漁業協同組合は除く。

（３）漁業経営体数は，漁港地区内に居住し漁業を営む個人，企業体の経営体数である。た

だし，海上作業従事日数が 30日未満の漁業経営体は含まない。

11 漁業関連施設
  漁港地区内に所属する関連施設としているが，冷凍，冷蔵施設は延べ数で記載している。


